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す
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児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

抜
粋)

(

出
頭
要
求
等)
第
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
児
童
を
同

伴
し
て
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
、
児
童
委
員
又
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る

事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携

帯
さ
せ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(

立
入
調
査
等)

(表)

証

票

第

号

年

月

日
交
付

所
属職

氏

名

右
の
者
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
二
第
一
項
、
第

児
童
委
員

九
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

児
童
の
福
祉
に
関
す
る

事
務
に
従
事
す
る
職
員

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

青
森
県
知
事

�

10
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８センチメートル
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(表)

証

票

第

号

年

月

日
交
付

所
属職

氏

名

右
の
者
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
三
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
。

青
森
県
知
事

�

10
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８センチメートル

二

法
第
九
条
の
六
に
規
定
す
る
身
分
を
証
明
す
る
証
票

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
プ
ラ
ン
ト

二

代
表
者
の
氏
名

和
嶋

勲

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
館
前
田
三
丁
目
七
の
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
六
二
六
号
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(裏)

第
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
児
童
委
員
又
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事

す
る
職
員
を
し
て
、
児
童
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
入
り
、
必
要
な
調
査

又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身

分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
さ
せ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

再
出
頭
要
求
等)
第
九
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
の
保
護
者
又
は
前

条
第
一
項
の
児
童
の
保
護
者
が
正
当
な
理
由
な
く
同
項
の
規
定
に
よ
る
児

童
委
員
又
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
立
入
り
又

は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
場
合
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
が

行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
護
者
に
対
し
、

当
該
児
童
を
同
伴
し
て
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
、
児
童
委
員
又
は
児
童
の

福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を
証
明

す
る
証
票
を
携
帯
さ
せ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提

示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(裏)

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

抜
粋)

(

臨
検
、
捜
索
等)

第
九
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
の
保
護
者
又
は
第

九
条
第
一
項
の
児
童
の
保
護
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
の
求

め
に
応
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
い
又
は
そ
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
、
当
該

児
童
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判

所
又
は
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
が
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
許
可
状
に
よ
り
、

当
該
児
童
の
住
所
若
し
く
は
居
所
に
臨
検
さ
せ
、
又
は
当
該
児
童
を
捜
索

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
臨
検
又
は
捜
索
を
さ
せ
る
と

き
は
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
、
必
要
な

調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

身
分
の
証
明)

第
九
条
の
六

児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
第
九
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
検
若
し
く
は
捜
索
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
調
査
若
し
く
は
質
問

(

以
下

｢

臨
検
等｣

と
い
う
。)

を
す
る

と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
五
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に

よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅
瀬

石
川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
年
六
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

和

雄

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

浅
瀬
石
川
土
地
改
良
区
の
浅
瀬
石
川
第
一
頭
首
工
管
理
規
程
を
平
成
二
十
年
六
月
二
十
三
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

和

雄

浅
瀬
石
川
第
一
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月
一

日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量

を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
こ
れ
に
必
要
な

資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
取
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と

す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

浅
瀬
石
川
土
地
改
良
区
の
浅
瀬
石
川
第
二
頭
首
工
管
理
規
程
を
平
成
二
十
年
六
月
二
十
三
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

和

雄

浅
瀬
石
川
第
二
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月
一

日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量

を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
こ
れ
に
必
要
な

資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
取
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と

す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に
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( )

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

浅
瀬
石
川
土
地
改
良
区
の
滝
井
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
平
成
二
十
年
六
月
二
十
三
日
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

和

雄

滝
井
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
六

日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量

を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
こ
れ
に
必
要
な

資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
取
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と

す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
明

道
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃

福
沢

一
男

野
呂

萬
蔵

吉
田

信
正

長
尾

一
義

木
村

輝
之

吉
田

隆

平
岡
健
一
郎

坂
崎

昭
市

小
野

昌

大
沢

一
夫

吉
田

正
身

黒
滝

一
昭

石
沢

常
男

野
呂

萬
蔵

吉
田

信
正

長
尾

一
義

木
村

輝
之

吉
田

隆

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
二
六

の
七

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
七
九
の

一〃

〃

〃

〃

一
一
二

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二

一
〇
の
八
〇

〃

〃

〃

字
塩
見
崎
八
七

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
五
六

の
五

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
七
二

〃

〃

〃

字
塩
見
山
平
二

一
一

〃

〃

大
字
驫
木
字
根
株
六
二

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
九
五

の
一

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
一
六

の
一

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
六
四

〃

〃

〃

〃

九
六

の
一

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
七
九
の

一〃

〃

〃

〃

一
一
二

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二

一
〇
の
八
〇

〃

〃

〃

字
塩
見
崎
八
七

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
五
六

の
五

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃平
成

��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃
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〃〃〃監

事

〃〃

平
岡
健
一
郎

福
沢

一
男

谷
川

廣
明

大
沢

一
夫

吉
田

正
身

平
岡

栄

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
七
二

〃

〃

〃

〃

二
六

の
七

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
〇
八

の
一

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
九
五

の
一

〃

〃

大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
一
六

の
一

〃

〃

大
字
追
良
瀬
字
塩
見
崎
七
九

〃〃〃〃〃〃
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
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水
・
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行
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